
（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をい
ただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子
提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第15回定時株主総会資料

●　事業報告
「新株予約権等の状況」
「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
「会社の支配に関する基本方針」
●　計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

第15期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）

株式会社ＷＡＣＵＬ



第２回新株予約権 第３回新株予約権 第８回新株予約権

発 行 決 議 日 2019年５月28日 2019年５月28日 2023年６月23日

新 株 予 約 権 の 数 17,200個 2,625個 15,000個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　516,000株
（新株予約権１個につき　
30株）

普通株式　78,750株
（新株予約権１個につき　
30株）

普通株式　15,000 株
（新株予約権１個につき　
１株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個につき　
110円

新株予約権と引換えに払
い込みは要しない

新株予約権１個につき　
142円

新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　
5,490円
（１株当たり　183円）

新株予約権１個当たり　
5,490円
（１株当たり　183円）

新株予約権１個当たり　
735円
（１株当たり　735円）

権 利 行 使 期 間 2019年９月１日から
2029年８月31日まで

2021年5月29日から
2029年5月28日まで

2025年６月1日から
2030年５月31日まで

行 使 の 条 件 （注）３ （注）４ （注）５

役 員 の
保有状況

取締役
（監査等委員
及び社外取締
役を除く）

新株予約権の数　
17,200個
目的となる株式数　
516,000株
保有者数　３名

新株予約権の数
500個
目的となる株式数　
15,000株
保有者数　１名

新株予約権の数　
15,000個
目的となる株式数　
15,000株
保有者数　１名

社外取締役
（監査等委員
を除く）

－ － －

取締役
（監査等委
員）

－ － －

１. 新株予約権等の状況
⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況

（注）１. 2020年10月31日付で行った普通株式１株を30株とする株式分割により、「新株予約権の目的とな
る株式の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されておりま
す。

２. 上記のうち取締役１名が保有している第３回新株予約権は、取締役就任前に付与されたものでありま
す。

３．第２回新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生
じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

（a）上記において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場
合（払込金額が会社法第199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場
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合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる
場合を除く。）。

（b）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されてい
ない場合、上記において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行わ
れたとき（ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が
行われた場合を除く。）。

（c）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場
合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記において
定められた行使価額を下回る価格となったとき。

（d）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されてい
ない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式
評価額が上記において定められた行使価額を下回ったとき（ただし、株式評価額が一定の幅をも
って示された場合、当社は第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとす
る。）。

②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取
締役会が認めた場合は、この限りではない。

③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
⑥本新株予約権者は、当社株式が上場市場に上場したのち、本新株予約権を行使することができる。
４. 第３回新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取
締役会が認めた場合は、この限りではない。
②本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
５. 第８回新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、2025年２月期乃至2028
年２月期の各年度において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書、キ
ャッシュ・フロー計算書において、2025年２月期乃至2028年２月期のEBITDAが期間中一度でも
500百万円以上を達成した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使すること
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ができる。上記におけるEBITDAは、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連
結損益計算書上（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）の営業利益に、当社連結キャ
ッシュ・フロー計算書上（連結損益計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書）の減
価償却費（のれん償却費を含む）を加算した額とする。また、EBITDAの額の判定においては、当社
の有価証券報告書に記載された連結損益計算書（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）
における営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上（連結損益計算書を作成していない場
合、キャッシュ・フロー計算書）の減価償却費（のれん償却費を含む）を加算した額を参照するもの
とし、権利確定条件付き有償新株予約権にかかわる株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して
計算し、当該有価証券報告書が提出された時点からかかるEBITDAの額が適用される。また、国際財
務基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内
において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、当期純利益の額の判定にお
いては、当社の有価証券報告書に記載されている損益計算書の額を参照するものとする。また、国際
財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき
指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取
締役会が認めた場合は、この限りではない。

③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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第 ９ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2024年６月27日

新 株 予 約 権 の 数 9,000個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　9,000株
（新株予約権１個につき　１株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり　445円
（１株当たり　445円）

権 利 行 使 期 間 2026年6月28日から
2034年6月27日まで

行 使 の 条 件 （注）

使用人等への
交 付 状 況 当 社 従 業 員

新株予約権の数　9,000個
目的となる株式数　9,000株
保有者数　1名

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

（注）　新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取
締役会が認めた場合は、この限りではない。

②本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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2. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社は、企業活動の根本に法令遵守を位置付け、取締役は法令遵守体制の充実や社内教育・
啓発に努める。

2)定期的に開催する取締役会にて、各取締役は重要な職務執行の状況を報告し、他取締役の職
務執行を相互に監視・監督する。

3)内部監査人は定期的な内部監査により、法令及び定款並びに社内諸規程の遵守その他適切な
職務執行を確認し、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。
2)取締役は、常時これらの文書等を検索・閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)リスクについては、各部門において洗い出し、重要度、緊急度及び頻度等を検討した上で予
防策を敷く。

2)リスクが顕在化した際は迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を構築・
整備する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会を原則毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定を行う
とともに、取締役の職務執行を監視・監督する。

2)中期経営計画及び年度予算を策定し、目標を明確にして計数管理を行うとともに、その計画
に基づいて職務執行の状況を監視・監督する。

3)職務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及びその他諸規程に基づき、
業務分担及び職務権限等を明確にして業務の効率性を高める。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社は、法令遵守はもとより、高い倫理観を持ち誠実な企業活動を行うものとする。
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2)使用人に対して、当社の一員として必要な知識の習得と、法令遵守に関する啓発を適宜実施
し、浸透・徹底を図る。

3)内部監査人は、各部門の職務執行の法令及び定款並びに社内諸規程への適合を確認し、代表
取締役社長及び監査等委員会に報告する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
　監査等委員会が求めた場合は、その職務を補助する使用人を置くものとする。

⑦ 前号の取締役及び使用人の取締役（当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。）から
の独立性に関する事項

　前号の取締役及び使用人の人事評価及び人事異動については、監査等委員会の同意を得るも
のとする。

⑧ 前号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　前号の取締役及び使用人に関して、監査等委員会の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に
周知徹底する。

⑨ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための
体制

1)監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務執行の状況を把握するため、取締役会のほか
重要な会議に出席し、報告を受けることができる。

2)取締役及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて、職務執行の状況その他必要な報告及び
情報提供を行う。

3)監査等委員会は、契約書及び決裁書類その他重要な書類を随時閲覧・確認できる。
4)内部監査人は、監査等委員会に対して、内部監査の結果等について報告を行う。

⑩ 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制

　監査等委員会に報告した者を、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを
禁止し、その旨を周知徹底する。
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⑪ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ず
る費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
係る方針に関する事項

　監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ず
る費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
ついては、監査等委員の請求等に従い円滑に行うことが可能な体制とする。

⑫ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じて重要な会議に出席できることとする。
2)監査等委員会は、代表取締役社長と四半期に１度の定期的な打合せ及び意見交換を行うほ
か、必要に応じて取締役及び使用人にヒアリングを実施する。

3)監査等委員会は、内部監査人及び会計監査人と四半期に１度の定期的な打合せを行い、相互
連携を図るほか、必要に応じて報告を求める。

4)監査等委員会が必要と認める場合には、弁護士や公認会計士等の外部の専門家を活用でき
る。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制
　「内部統制システム」に関する基本方針及び関連規程に基づき、財務報告に係る内部統制の
整備及び運用を行う。

⑭ 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1)当社は、反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求は断固拒絶することを基本的な考
えとする。

2)取引先等につき、反社会的勢力との関係の有無を確認するとともに、外部関係機関等からの
情報収集に努める。

3)反社会的勢力への対応に備え、平素から警察、弁護士等の外部の専門機関との協力・連携体
制を構築する。
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⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 重要な会議の開催状況
　当事業年度において、取締役会を22回開催し、各議案についての十分な審議や取締役の業
務執行状況についての報告が行われ、活発な意見交換がなされております。

② 監査等委員監査の実施状況
　内部監査と連携して監査等委員監査を実施しております。取締役会への出席や重要な書類等
の閲覧調査を定期的に実施しております。

③ 財務報告に係る信頼性の確保に対する取組み
　内部統制システムに関する基本方針及び社内規程に基づき、決算数字の確定から開示までの
作成プロセス、及び開示プロセスを適正に実施しております。

④ 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
　反社会的勢力への対応に係る社内規程の制定及び改定の際には、執行役員会への報告の上
で、執行役員による各部門内での周知等を行うこととしております。また、社内にてコンプラ
イアンスに関連する研修・社内周知等を実施する際には、必要に応じて、反社会的勢力への対
応に係る事項の周知・説明を盛り込んでおります。
　管理部門においては、暴力団追放運動推進都民センター等の外部機関からの情報収集を行う
ほか、必要に応じて顧問弁護士等と協議・相談を行う体制を整えております。
　取引の実施に際しては、「日経テレコン21」等の外部ツールを利用して新規取引先の事前
チェック及び既存取引先の継続的なチェックを行うとともに、取引先と締結する契約書等にお
いては、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合に契約解除する旨の条項（いわゆる
暴排条項）を設けております。

3. 会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について
は、特に定めておりません。
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(2024年３月 1 日から2025年２月28日まで)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金

合　　　計

そ　の　他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 538,024 112,119 112,119 560,494 560,494 1,210,638

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 480 480 480 960

当 期 純 利 益 93,062 93,062 93,062

株主資本以外
の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 480 480 480 93,062 93,062 94,023

当 期 末 残 高 538,504 112,599 112,599 653,557 653,557 1,304,661

新株予約権 純資産合計

当 期 首 残 高 11,105 1,221,744

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 960

当 期 純 利 益 93,062

株主資本以外
の項目の当期
変動額（純額）

39 39

当期変動額合計 39 94,062

当 期 末 残 高 11,145 1,315,807

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法
　関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
り下げの方法により算定）を採用しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 ８年～17年
器具及び備品 ４年～10年

② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（３年）に基づいております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額
を計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
リカーリング型の収益は、顧客との契約期間において履行義務を負うサービスであり、当該履行義務は時

の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて一定期間で収益を認識しております。主に、プロダ
クト事業ではデジタルマーケティングのPDCAをサポートするサービス、インキュベーション事業ではプロ
ジェクト型でないコンサルティングサービス、人材マッチング事業ではデジタルマーケティングを実行する
人材を供給するサービスを提供しております。なお、広告運用の代行サービスにおいては当社の役割が代理
人に該当する取引であるため、純額で収益を認識しております。
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プロジェクト型の収益は、顧客との契約期間において履行義務を負うサービス、又は一時点で充足する履
行義務を負うサービスであり、一定期間又は一時点で収益を認識しております。主に、プロダクト事業では
役務提供開始時の初期設定サービスやサイト制作サービス、インキュベーション事業ではデジタルマーケテ
ィングを推進する企業に対するプロジェクト型のコンサルティングサービス、人材マッチング事業ではマッ
チングミスを防ぐことを目的として本契約開始前にトライアルで人材を供給するサービスを提供しておりま
す。
また、全ての契約について、支払期限は顧客との個別契約に基づいております。その際、一部の契約で

は、履行義務の充足とは別に契約期間中に段階的に支払を受けております。これらについて、約束した対価
の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

２. 会計方針の変更に関する注記
　電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告
第43号　2022年８月26日。以下、「本実務対応報告」という。）を当事業年度の期首から適用し、「金
融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）第１条第４項第17号に規定される「電子
記録移転有価証券表示権利等」を発行又は保有する場合の会計処理及び開示に関する取扱いに従って、本実
務対応報告が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、計算書類に与え
る影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
⑴ 繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の計算書類に計上した金額　　160,531千円

② 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
（算定方法）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　2018年２月16
日）に従って過去の税務上の繰越欠損金の発生状況及び将来の課税所得の見積りにより企業分類を判定
し、一時差異等の解消年度のスケジューリングを行い、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のう
ち、回収可能と見込まれる金額について繰延税金資産を計上しております。
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普通株式 7,144,090株

普通株式 611,250株

（主要な仮定）
　将来の課税所得の見積りにつきましては、取締役会に承認された翌事業年度以降の中期経営計画を基礎
としております。中期経営計画は、過去の実績及び現在の経営環境を考慮した上で、将来の経営戦略に基
づき作成しております。なお、当該計画の策定に当たっては、プロダクト事業における過去の実績を踏ま
えた更新率や新規取引見込み、インキュベーション事業における顧客ごとの過去の実績及び計画策定時点
の受注状況を踏まえた受注見込み、人材マッチング事業における過去の実績を踏まえた顧客分類ごとの１
社当たり受注数、単価及び新規取引見込みといった仮定を使用して見積りを行っております。これらの仮
定に基づく見積りは繰延税金資産の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
（翌事業年度の計算書類に与える影響）
　現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行っておりますが、将
来の不確実な状況変化等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が
見積りと異なった場合には、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

⑵ 市場価格のない株式等の評価
① 当事業年度の計算書類に計上した金額　　211,900千円

② 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
　市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化等により実質価額が著しく低下したとき
は、評価差額は減損処理をすることとしております。会社の超過収益力等を反映して、高い価額で当該会
社の株式を取得した場合の実質価額の著しい低下とは、当社が発行会社の価値評価算定のために策定した
事業計画と実績とを比較して判断しております。当社が事業計画を策定した後の状況の変化により、実績
が事業計画を下回った場合は、その時点において減損処理の要否を判断することとしております。
　以上の方針に従い、事業計画の進捗等を評価した結果、当初の価値が維持されていると判断し、実質価
額に著しい低下は認められないことから減損損失は計上しておりません。

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな
る株式の種類及び数
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繰延税金資産
税務上の繰越欠損金（注） 120,803千円
賞与引当金 8,302千円
ソフトウエア償却 33,955千円
未払事業税 1,598千円
貸倒引当金 151千円
資産除去債務 1,612千円
その他 1,598千円

繰延税金資産　小計 168,021千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △5,877千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,612千円

評価性引当額　小計 △7,489千円
繰延税金資産　合計 160,531千円

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

3年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

合計
（千円）

税務上の繰越欠損金
（※１）

－ 60,014 17,945 － 42,843 － 120,803

評価性引当額 － － － － △5,877 － △5,877

繰延税金資産 － 60,014 17,945 － 36,966 －
（※２）
114,926

５. 税効果会計に関する注記
⑴ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

（※１) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
（※２) 税務上の繰越欠損金120,803千円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産

114,926千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込
み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。

⑵ 決算日後における法人税等の税率の変更
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に成立しておりま
す。これに伴い、2026年４月１日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については
法定実効税率が変更されます。
　なお、当該変更による影響は軽微であります。
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６. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
　資金計画に基づき必要な資金は第三者割当による株式の発行や銀行借入により調達しております。ま
た、資金運用に関しては短期的な預金などに限定し、デリバティブ取引は行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。
　営業債務である未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日となっております。
　借入金は、主に運転目的の資金として調達しており、返済日は最長で決算日後４年８ヶ月であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
(ア)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、営業債権について、社内規程に従い、取引相手ごとに期日及び残高を管理することにより、
財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
(イ)流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、営業債務や借入金について、コーポレート本部が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
に、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。
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貸借対照表計上額 時 価 差 額

長 期 借 入 金
483,632 483,402 △229（１ 年 内 返 済 予 定 の

長 期 借 入 金 を 含 む）
負 債 計 483,632 483,402 △229

区分 当事業年度
関係会社株式 211,900

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2025年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。「現金及び預金」、「売掛金」、「前渡金」、「立替金」、「未払金」、「未払法人税等」並びに「前
受金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。

（単位：千円）

（＊）市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下
のとおりであります。

（単位：千円）

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　該当事項はありません。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金
（１年内返済予定
の長期借入金を含
む）

－ 483,402 － 483,402

負債計 － 483,402 － 483,402

関連会社に対する投資等の金額 211,900千円
持分法を適用した場合の投資の金額 146,710千円
持分法を適用した場合の投資損失の金額 65,189千円

当事業年度
リカーリング型（注）１ 1,031,080
プロジェクト型（注）２ 817,611
顧客との契約から生じる収益 1,848,692
その他の収益 －
外部顧客への売上高 1,848,692

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

７. 持分法損益等に関する注記

８. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）１．主に自動更新条項があり、継続的な収益獲得を前提とした契約であります。AIアナリスト、AI
アナリストSEO、AIアナリストADの月額利用、インキュベーション事業におけるプロジェク
ト型でないコンサルティング契約、人材マッチング事業におけるフリーランスマーケターの稼
働等の契約を含めております。

２．継続的な収益獲得を前提としない契約であります。AIアナリスト等の初期設定費用、サイト制
作費用、インキュベーション事業におけるプロジェクト型のコンサルティング契約、人材マッ
チング事業におけるトライアル契約、初期手数料等の契約を含めております。
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当事業年度期首残高 当事業年度期末残高
顧客との契約から生じた債権 213,429 216,313
契約負債 9,590 8,875

⑴ １株当たりの純資産額 182円62銭
⑵ １株当たりの当期純利益 13円03銭

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関
する注記　(4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶ 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

貸借対照表において、契約負債は流動負債の「前受金」に含まれております。契約負債は、主にAIアナ
リストの提供における顧客からの前受代金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、9,590千円であ
ります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社において、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用
し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重
要な金額はありません。

９. １株当たり情報に関する注記
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① 名称 株式会社TBSホールディングス
② 所在地 東京都港区赤坂５丁目３番６号
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長　　阿部　龍二郎

④ 事業内容 認定放送持株会社
傘下子会社及びグループの経営管理、不動産事業

⑤ 資本金 54,986百万円（2024年12月末時点）
⑥ 設立年月日 1951年５月10日

⑦ 大株主及び持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8.79％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 5.64％
（退職給付信託口・株式会社電通口）
株式会社MBS メディアホールディングス 5.36％

⑧ 当社と公開買付者の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。

取引関係 当社は、公開買付者からマーケティングコンサルティング業務を受託
しております。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

10. 重要な後発事象に関する注記
当社は、2025年４月10日開催の取締役会において、同日公表の「株式会社TBSホールディングスによる当

社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」のとおり、株式会社TBSホールディングス（以
下、「公開買付者」という。）による当社普通株式（以下、「当社株式」という。）及び本新株予約権（下記
「⑵　本公開買付の概要　②買付け等の価格　ロ．新株予約権」において定義します。）に対する金融商品取
引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）に基づく公開買付け（以下、「本公開買付け」と
いう。）について賛同の意見を表明すること、及び、株主の皆様及び当社新株予約権の所有者（以下、「本新
株予約権者」という。）の皆様に対しては、本公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとった上
で、当社株主の皆様及び当該本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買
付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提と
して行われたものです。
詳細につきましては、2025年４月10日公表の「株式会社TBSホールディングスによる当社株券等に対する

公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。

⑴ 公開買付者の概要
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買付予定数の下限 買付予定数の上限
5,180,200株 －株

⑵ 本公開買付の概要
① 買付け等の期間
2025年４月11日（金曜日）から2025年５月29日（木曜日）まで（32営業日）

② 買付け等の価格
イ．当社普通株式１株につき、502円
ロ．新株予約権（下記１から８の新株予約権を総称して、以下、「本新株予約権」という。）
１）2019年５月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第２回新株予約権（以下、「第２

回新株予約権」という。）（行使期間は2019年９月１日から2029年８月31日まで）１個につ
き、１円

２）2019年５月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第３回新株予約権（以下、「第３
回新株予約権」という。）（行使期間は2021年５月29日から2029年５月28日まで）１個につ
き、１円

３）2019年10月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第４回新株予約権（以下、「第
４回新株予約権」という。）（行使期間は2021年10月25日から2029年10月24日まで）１個に
つき、１円

４）2019年10月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第５回新株予約権（以下、「第
５回新株予約権」という。）（行使期間は2019年12月１日から2029年11月30日まで）１個に
つき、１円

５）2022年４月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第６回新株予約権（以下、「第６
回新株予約権」という。）（行使期間は2024年４月29日から2032年４月28日まで）１個につ
き、１円

６）2023年６月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第７回新株予約権（以下、「第７
回新株予約権」という。）（行使期間は2025年６月24日から2033年６月23日まで）１個につ
き、１円

７）2023年６月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第８回新株予約権（以下、「第８
回新株予約権」という。）（行使期間は2025年６月１日から2030年５月31日まで）１個につ
き、１円

８）2024年６月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第９回新株予約権（以下、「第９
回新株予約権」という。）（行使期間は2026年６月28日から2034年６月27日まで）１個につ
き、１円

⑶ 買付予定の株券等の数
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